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緊急事態宣言延長に伴う事業開催の延期について 

 

 

                  

日頃は、連盟事業・運営にご協力をいただきありがとうございます。 

また、日々の「新型コロナウイルス感染症」感染拡大防止の対応、大変お疲れ様でございます。 

早速ですが、三段以下審査会（５月１６日）、一級審査会（５月３０日）および理事会の開催につき

まして、現況のコロナ感染拡大状況、緊急事態宣言延長、区体育施設および学校施設開放の現状等を

考慮し、下記のとおり事業開催を延期いたします。 

コロナ禍での運営となり、ご面倒をおかけしますが、ご理解・ご協力の程、お願いいたします。 

 

１．審査会事業 

(1)三段以下審査会：延期の取り扱いとします。 

          ※代替審査会：日程等は未定 

(2)一級審査会  ：延期の取り扱いとします。 

※代替審査会：１０月までに実施予定 

   ※代替審査会：延期に伴う取り扱い 

①合格月日：三段以下は５月１６日、一級は５月３０日とします。 

②初段受審資格：一級合格後、１か月以上経過とします。 

  (3)審査費用関係 ：返金いたします。なお、返金方法等は後日連絡をします。 

 

２．理事会 

第 1回理事会（5月 30日開催予定）：延期の取り扱いとします。 

日程等は決定次第、連絡をします。 

 

                   以上 


